
●「相続コンサルティング」はレッドオーシャン

平成25年度税制改正大綱発表以降、税理士や弁護
士をはじめ、行政書士、司法書士等といった士業にお
いても、相続に関連するビジネスマーケットはレッド
オーシャン。多くのライバルがひしめき合う状況にあ
る今、不動産コンサルタントは、相続マーケットにお
いてリードすることは可能なのでしょうか。

多くの不動産コンサルタントは、他の専門家等から
一歩でもリードするため、資格取得をはじめ、様々な
研修やセミナー等の受講に励み、このレッドオーシャ
ンの真ん中で、集客のための仕組みづくりや便利なツ
ール探しに邁進されていらっしゃるのではないでしょ
うか。

不動産コンサルタントが、相続コンサルティングに
おいて活躍できる要因はどんなところにあるのでしょ
うか。相続財産に占める不動産の割合は、一般的には
国税庁が公表している相続税の申告事績の概要等から、
他の財産を含めた相続財産全体に占める不動産（土地・
家屋）の割合が約40％前後であること……等と思わ
れているでしょうか。

上記のような例を挙げるのであれば、それは多くの
アナリストや講師の方々と同様に、数字を素直に捉え
すぎていて、肌感覚でつかんでいないように思います
し、机上で学んだ知識を実態に落とし込めていないの
ではないかと思います。

●「不動産の割合」の実態は

国税庁が公表している数値は、相続税の申告書に基
づくものですから、市街化区域の土地であれば路線価
ベースですし、それが被相続人のご自宅であり、配偶
者や同居親族、あるいは「家なき子」が相続されたの
であれば、特定居住用の小規模宅地の特例の適用を受
けているでしょう。その場合、土地の評価額は、330
㎡までについては、▲80％となりますし、その不動
産を賃貸に供しているようであれば、土地の評価は、
貸家建付地として、借地権割合等も勘案して自用地評
価から評価減が受けられることも、皆様でしたら想像
が容易かと思います。面積が500㎡以上であれば、地
積規模の大きな宅地として評価減となりますし、極め
つけは、建物（家屋）の評価でしょう。木造住宅であ
れば、新築時に3,000万円から4,000万円で請負契約
を締結したのに、相続税法上の評価額は1,000万円前
後となりますし、好きな言葉ではありませんが、「相
続税の節税対策」として提案されがちなアパートやマ
ンション建築等では、２億円超の請負契約を締結して
いたのに、相続税法上の評価額の算出に当たってベー
スとなる固定資産評価額は3,000万円程度であり、賃
貸に供しているわけですから、これらの評価額に対し
て稼働状況に応じて借家権（▲30％）が加味される
こととなります。

故に、国税庁が公表している数値そのものから、相
続財産に占める不動産（土地・建物）の割合を算出す
ることはナンセンスですし、日々、コンスタントに５
～６件、年間で2,000件以上相続手続きや相続対策の
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